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民法 出題の意図 

 

問題１ 

民法９４条２項の類推適用に関する問いである。不動産については公信の原則が認めら

れておらず、不実の登記を信頼して取引に入った者も、登記に示された権利を取得しない

が、不実の登記（虚偽の外形）の作出に真の権利者が関与している場合に、登記（外形）

を信頼して取引に入った第三者のほうを保護するための根拠として用いられる。その理由、

９４条２項適用との類似性、具体的事例（外形自己作出型、外形他人作出型）について記

述することが求められる。 

 

問題２  

取引的不法行為事例における使用者責任の成否に関する問いである。民法７１５条の要

件「事業の執行について」の解釈、被害者の認識との関係について論じることが求められ

ている。最判昭和３２年７月１６日民集１１巻７号１２５４頁や、最判昭和４２年１１月

２日民集２１巻９号２２７８頁が参考になる。本問の事案のもとで、被害者に重大な過失

があるとみれば、事業執行性が否定され、使用者責任は成立しないという理論を展開する

ことになる。被害者に重大な過失はないとみれば、事業執行性は肯定され、使用者責任は

成立するものの、過失相殺が考えられる。 

 

 


